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お知らせ３月

自
衛
官
募
集

◎
一
般
幹
部
候
補
生

■
応
募
資
格

　

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者
（
20

歳
以
上
22
歳
未
満
の
者
は
大
卒

（
見
込
含
）
修
士
課
程
修
了
者
等

（
見
込
含
）
は
28
歳
未
満
）

■
受
付
期
間

　

３
月
1
日
～
５
月
６
日

■
試
験
期
日

　

5
月
14
日
㈯
・
15
日
㈰
（
15
日

は
飛
行
要
員
の
み
）

◎
予
備
自
衛
官
補
（
一
般
・
技
能
）

■
応
募
資
格

（
一
般
）
18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
者

（
技
能
）
18
歳
以
上
で
国
家
免
許
資

格
等
を
有
す
る
者
（
資
格
に
よ
り

53
歳
未
満
～
55
歳
未
満
の
者
）

■
受
付
期
間

　

１
月
８
日
～
４
月
8
日

■
試
験
期
日

　

４
月
15
日
㈮
～
4
月
19
日
㈫

（
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
）

■
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

青
年
海
外
協
力
隊

２
０
１
６
年
度
春
募
集

・
青
年
海
外
協
力
隊

・
日
系
社
会
青
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

青
年
海
外
協
力
隊
と
は
、
開
発

途
上
国
の
人
々
と
と
も
に
生
活

し
、
相
互
理
解
を
図
り
な
が
ら
、

技
術
や
経
験
を
活
か
し
て
人
々
の

自
助
努
力
を
促
進
さ
せ
る
形
で
協

力
活
動
を
展
開
し
て
い
く
海
外
で

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

日
系
社
会
青
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
、
青
年
海
外
協
力
隊
と
ほ
ぼ
同

じ
制
度
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
中
南
米
の
日
系
人
・
日
系
社

会
へ
の
参
加
を
通
じ
て
そ
の
国
の

人
々
や
社
会
へ
貢
献
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。

　

シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

は
、
幅
広
い
技
術
・
豊
か
な
経
験

を
活
か
し
て
、
開
発
途
上
国
の

人
々
と
相
互
理
解
を
図
り
な
が
ら

人
々
の
自
助
努
力
を
促
進
さ
せ
る

形
で
協
力
活
動
を
展
開
し
て
い
く

海
外
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

■
募
集
期
間

　

４
月
１
日
～
５
月
９
日

■
応
募
資
格

　

平
成
28
年
５
月
９
日
現
在
で
満

20
歳
か
ら
満
39
歳
（
シ
ニ
ア　

満

40
歳
か
ら
69
歳
ま
で
）
の
日
本
国

籍
を
持
つ
方

■
体
験
談
お
よ
び
説
明
会

・
日
時

　

４
月
18
日
㈪

　

18
時
30
分
～
20
時
30
分

・
場
所

　

岩
国
市
役
所
（
岩
国
市
今
津
町

　人権相談所では、差別、いじめ、嫌がらせ等、
人権に関する問題の相談を受けています。
◆常設人権相談所
　法務局では毎日 ( 休日を除く。) 人権相談に応
じています。
　山口地方法務局岩国支局　☎ 0827(43)1125
　岩国市錦見一丁目 16‐35
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

◆特設人権相談所
　町内にて毎月一回一会場（9 時 30 分～正午）
にて、地域の人権擁護委員による特設人権相談所
が開催されています。
　－ 平成 28 年度計画 －
　○久賀庁舎
　・ ４月４日㈪
　○久賀総合センター
　・８月１日㈪・ 12 月５日㈪
　○大島庁舎
　・ ５月２日㈪・ ９月５日㈪・１月 16 日㈪
　○橘総合センター
　・ ６月６日㈪・ 10 月３日㈪・２月６日㈪
　○東和総合センター
　・ ７月４日㈪・11 月７日㈪・ 3 月６日㈪
　

◆問い合わせ　福祉課　☎ 0820(77)5505

～  人権相談所を開設します  ～相続登記はお済みですか？

自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために

未来につながる相続登記をしませんか

相続登記をしていないと…

相続登記をしないまま相続人が死亡すると

・誰が相続人となるのか調査に時間がかかる
・相続登記の手続費用や手数料が高額になる

不動産の売却やローン設定に時間がかかる

・相続した不動産をすぐに売ることができない
・すぐ担保に入れられないため住宅ローンが組め
　ない

様々な社会問題が発生

・所有者と連絡がとれず土地や建物が荒廃
・災害復旧のための工事が所有者不明のためで
　きない

※司法書士（国家資格）は、相続人から依頼を受け、
　相続登記申請をすることができます。詳しくは下記
　までご相談ください。　

山口県司法書士会　総合相談センター
☎０８３（９２４）５２２０

山口地方法務局・山口県司法書士会


